
児童センターの自由来館利用制限の解除について

新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、３月２５日（土曜日）から、市内児童センター
（全５館）の自由来館の利用制限を解除します。

記

１ 制限解除日 ３月２５日（土曜日）

これまでの制限内容

制限期間 ２月１６日（木曜日）から３月２４日（金曜日）まで

制限内容 新型コロナウイルス感染症対策として、曜日ごとの学年指定

月曜日 小学校１年生

火曜日 小学校２年生

水曜日 小学校３年生～６年生

木曜日 小学校１年生

金曜日 小学校２年生

土曜日 全学年
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